
図書館利用規則等の変更案について 

 

図書館カードの発行 

申込用紙を記入し、身分証明書を提示。発行に市内在住であるかは問わない。 

学校に名簿提出を求めて全児童にカードを作成することはしない。 

 

貸出冊数及び期間 

ひとり７冊まで、２週間 

団体は２０冊まで、２週間 

新着図書は２冊まで、という制限を設けない。 

 

本の借り方 

図書館利用者カードと本をいっしょに窓口に提示する。 

図書交流館にセルフ貸出機を導入する。 

延滞中の資料がある時は貸出できない。 

 

延長 

予約者がいない場合、一度だけ２週間延長ができる。 

webOPACから延長が可能。 

窓口に本とカードを直接持ってきた場合は回数に制限を設けない（再貸出） 

 

本の返し方 

借りている本をカウンターへ返す。 

相良庁舎及び榛原文化センターでの返却は受けない。 

開館時間外（夜間及び休館日含む）は各館に設置するブックポストに返却可能。 

 

予約・リクエストサービス 

貸出中の資料は予約することができる 

webから予約が可能 

未所蔵資料のリクエストは市内在住者に限り、窓口にて申し込む 

予約及びリクエストは合計５点までとする 

 

本を探すには 

分類ごと配架をする。分類規則は日本十進分類法 第１０版に準拠する。 
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レファレンスサービス 

調べものについて相談ができる 

 

コピーサービス 

著作権の範囲内で複写が可能。申込用紙の記入と実費が必要。 

 

移動図書館ひまわり号 

市内各ステーションを毎月１回巡回する。 

貸出冊数は中学生以上５冊、小学生以下３冊。貸出期間は１か月。 

移動図書館と他の図書館を併用する場合、最大７冊までとする。 

移動図書館の資料は web で検索ができない。予約は本のジャンルやテーマを指

定し、次回の巡回で類書を持っていく。 

 

～お願い～ 

館内で食事、喫煙は不可。 

指定された場所にて、飲み物の摂取が可能。 

指定された場所にて、電源の利用が可能。 

館内での通話は不可。 

 

【その他の事項】 

開館時間 

図書交流館 平日 10：00～19：00 土日祝 10：00～18：00 

榛原図書館 9：00～17：00 水曜 9：00～19：00 

 

休館日 

月曜日、第３金曜日、年末年始（12/28-1/4）、蔵書点検期間（年 1 回数日間）、 

祝翌日 

 

館内撮影 

許可があれば撮影可とする。他の利用者のプライバシー等に注意する。 

 

webOPAC利用案内 

検索、予約、貸出状況確認、延長、貸出履歴確認等の機能がある。 

 

損害賠償の義務 

資料、施設、備品等を損傷または滅失した場合は賠償をしなければならない。 


